
増毛町給水装置取替等工事補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、老朽した給水装置のうち赤水、出水不良及びピンホ－ルによる
漏水の解消を促進し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に資するため、町民が施工
業者により行う住宅の給水装置取替工事及び給水装置修繕工事（以下「給水装置取
替等工事」という。）を、住宅リフォーム等補助金の予算（以下「予算」とい
う。）の範囲内で補助することに関し、増毛町補助金交付規則（平成23年規則第９
号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす
る。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
(１)　住宅　町内に存する居住の用に供する部分（以下「居住部分」という。）を
有する建物（店舗や事務所等を供用する住宅については居住部分のみとする。）
(２)　給水装置取替工事　老朽した給水管の取替え工事をいう。
(３)　給水装置修繕工事　老朽した給水管の修繕工事をいう。
(４)　工事業者　増毛町水道事業指定給水装置工事事業者に関する規程（平成10年
３月25日企業管理規程第１号）第６条による指定事業者証の交付を受けた者で、
かつ、町長に増毛町給水装置取替等工事補助金交付事業資格登録申込書（様式第
１号）を提出し、増毛町給水装置取替等工事補助金交付事業資格登録をしている
者をいう。
（補助金の内容）
第３条　町長は、給水装置取替工事等に要する費用を補助するために、毎年度予算の
範囲内において補助金を交付するものとする。
２　前項の規定による補助金を受けてから10年を経過しなければ、同一住宅において
補助金を交付することができないものとする。ただし、給水装置修繕工事について
はこの期間を１年とする。
（補助金の交付対象となる工事等）
第４条　補助金の交付対象となる給水装置取替等工事は、次の各号に定めるところに
よる。
(１)　宅内水抜き栓の矢先から給水用具までに存在する給水管を取替える工事の配
管に要する費用の額が５万円（消費税及び地方消費税含む。）以上のもの。ただ
し、新築や全面建替えなどの工事は除くものとする。
(２)　宅内水抜き栓の矢先から給水用具までに存在する給水装置の漏水修繕工事の
配管修繕に要する費用の額が５万円（消費税及び地方消費税含む。）以上のもの
（補助金の交付対象者）
第５条　町長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者（以下「交付対象者」とい
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う。）に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができるものとする。
(１)　給水装置を所有又は使用しているもの
(２)　増毛町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例（平成19年条例第８
号）第４条に定めた特定の滞納者でない者（同居者を含む。）
(３)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第
２条第６号に規定する暴力団員でない者
（補助金の額）
第６条　補助金の金額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(１)　給水装置を取替える工事の配管に要する費用の額。ただし、その額が25万円
を超える場合は、25万円とする。
(２)　給水装置の漏水修繕工事で配管に要する費用の額。ただし、その額が10万円
を超える場合は、10万円とする。
（補助金の交付申請等）
第７条　交付対象者は、当該給水装置取替等工事の着手前に規則第４条に規定する申
請を増毛町給水装置取替等工事補助金交付申請書（様式第２号）により行うものと
する。
２　対象工事が漏水修繕工事の場合、申請者は修繕後速やかに増毛町給水装置取替等
工事補助金交付申請書を提出しなければならない。
３　規則第４条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(１)　交付対象者の住民票
(２)　住宅の所在及び所有に関する事項並びに第５条第１項第２号に掲げるものを
調査することについての同意書（様式第３号）
(３)　給水装置取替等工事の内容が確認できる図面
(４)　給水装置取替等工事の見積書
(５)　給水装置取替等工事を行う部分の施工前の状況が確認できる写真
(６)　対象となる住宅の位置図
（補助事業の内容の変更等）
第８条　規則第６条の規定により補助指令の通知を受けた者（以下「交付決定者」と
いう。）が、規則第８条の規定による変更等の申請は、次の各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(１)　補助金の交付決定を受けた給水装置取替等工事（以下「補助事業」とい
う。）の変更（経費の配分の変更含む。）しようとする場合　増毛町給水装置取
替等工事補助金事業変更承認申請書（様式第４号）
(２)　補助事業を中止し又は廃止しようとする場合　増毛町給水装置取替等工事補
助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）
（着手の届出）
第９条　交付決定者は、補助事業に着手したときは、速やかに増毛町給水装置取替等
工事補助金着手届（様式６号）を町長に提出しなければならない。
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（中間検査）
第10条　町長は、規則第11条の規定により、当該補助事業の円滑かつ適正な執行を図
るため、中間検査を実施できる。
（実績報告）
第11条　交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する実績
報告を増毛町給水装置取替等工事補助金事業実績報告書（様式第７号）により提出
するものとする。
２　規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(１)　給水装置取替等工事に係る契約書及び領収書の写し
(２)　給水装置取替等工事を行った部分の施工中及び施工後の状況が確認できる写
真
(３)　その他町長が必要と認める書類
（補助金の交付請求）
第12条　交付決定者は、規則第13条第１項の規定による補助金確定通知を受けたとき
は速やかに増毛町給水装置取替等工事補助金請求書（様式第８号）を町長に提出し
なければならない。
２　町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定者に
対し補助金を交付するものとする。
第13条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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様式第１号（第２条関係）
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様式第２号（第７条関係）
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様式第３号（第７条関係）
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様式第４号（第８条関係）
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様式第５号（第８条関係）

様式第６号（第９条関係）
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様式第７号（第11条関係）
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様式第８号（第12条関係）
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